
令和４年度愛媛県精神障がい者支援の障がい特性と支援技法 

を学ぶ研修実施要領 

 

 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、今年度は次のとおり実施方法の

変更を行います。御理解と御協力をお願いいたします。 

①講義部分をオンラインにて実施 

②募集人数を 100名から 30名へ小規模化し、演習を 1日に集約して実施 

 

 

受講方法 

・講義は YouTube（限定公開）によるオンライン配信を行います。 

・講義は 10 月 21 日（金）から 11 月 4 日（金）までの期間のみ視聴が可能です。プロ

グラムの全過程を視聴し、所定のレポートを期日までに提出してください。 

・講義を視聴するための URL は、申込書に記載いただいたメールアドレスにお知らせ

します。 

 

受講環境 

・動画は、事業所または個人所有のコンピュータ、スマートフォン、タブレット等の

動画視聴ができる機器全てで視聴可能です。 

・Wi-Fi または有線(LAN ケーブル)でのインターネット接続環境下で視聴してください。

通信量が非常に多いため、4G 等の携帯電話回線での接続の場合、利用制限がかかる

ことや多額の通信費用が発生することがあります。 

 

１ 目 的 

  精神障がい者の特性に応じた適切な支援がより一層行えるよう、障がい福祉分野

と介護分野の双方で精神障がい者の特性に応じた支援が提供できる従事者を養成す

るため、精神障がい者支援の障がい特性と支援技法を学ぶ研修を実施する。 

 

２ 主 催  愛媛県 

 

３ 実施機関 一般社団法人愛媛県精神保健福祉士会 

 

４ 日 時  ［講義］オンライン開催  

（動画配信期間 令和 4年 10月 21日（金）～11月 4日（金）） 

       ［演習］令和 4年 11月 11日（金） 10時 00分～16時 30分 

        ※研修の内容（カリキュラム）については、別紙のとおりです。 

 

５ 受講対象者 

  所属する事業所及び部署の長（以下「所属長」という。）の推薦を受けた者のう

ち、次の要件を満たし、全ての課程を受講できる方を対象とします。 

  原則として、愛媛県内の障害福祉サービス事業所等において、現に精神障がい者

支援の業務に従事している者、若しくは今後従事する予定のある者であって、次の

(1)から(3)のいずれかに該当する者。 

  (1) 相談支援専門員 

  (2) 障害福祉サービス事業所等の職員であって(1)以外の者 

  (3) 市町等の障がい福祉担当課の職員 



６ 定 員  30名程度 

 

７ 受講料  無料。使用テキストについては、メールにて送付いたします。 

 

８ 受講申込手続き 

(1) 申込受付期間  

申込受付開始日から令和 4年 10月 11日（火）まで 

(2) 申込方法 

   所属長は、受講申込書（様式第１号）に必要事項を記入のうえ、下記 12 の申込

み先までメールしてください。 

 

９ 受講者の決定及び通知 

  申込受付期間終了後、令和 4年 10月 18日（火）までに、受講の可否を「所属長あ

て」（申込者個人あてには発出しません。）にメールで通知します。万が一、期日

を過ぎても通知が届かない場合は、下記 12の問合せ先まで照会してください。 

  申込者数が定員を超える場合は受講できないこともありますので御了承ください。 

なお、令和 4 年度についても、研修修了者がいない特定相談支援・障害児相談支援

事業所の相談支援専門員から受講の申込みがあった場合は、優先的に受講決定を行

うこととします。 

 

１０ 修了証書の交付 

  下記の要件を全て満たす者に修了証書（様式第 2号）を送付します。 

(1)県が受講を認めた者のうち、所定のカリキュラムの全科目を終了した者 

(2)講義のオンライン配信の視聴後、レポートを下記 12の申込み先までメールし、 

内容が適当と認められた者 

(3)受講態度が良好である者 

 ※レポートの未提出等、適当でないと判断した者には修了証書は交付いたしません。 

 ※理由の如何に関わらず、研修（演習）開始から 10分以上遅刻した場合、及び 10分

以上の途中退席がある場合は、欠席扱いとし、修了証書は交付いたしません。 

※次の各号のいずれかに該当する時は、受講を中止する場合があります。 

①遅刻を繰り返す者 

②学習意欲が著しく欠け（授業中の居眠り、スマホ操作等を含みます。）修了の見

込みがないと認められる者 

③研修の秩序を乱し、その他の受講者に迷惑な行為を及ぼす者 

 

１１ 延期・中止の可能性について 

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、研修を延期または中止とする場合が

あります。その際は、一般社団法人愛媛県精神保健福祉士会及び愛媛県庁のホームペ

ージに掲載いたします。 

 

１２ 問合せ先・申込み先 

  〒790-0878 松山市勝山町一丁目 7番地 10 3-A 

一般社団法人愛媛県精神保健福祉士会 

担当：清家・香川 

  電話：090-7146-3691 

メール：jimukyoku@ehime-psw.com 

 

  



別紙 研修の内容（カリキュラム） 

 

［講義部分］オンライン開催  

（動画配信期間 令和 4年 10月 21日（金）～11月 4日（金）） 

内  容 
時間数 

講師 
255分 

１ 精神障がい者の障がい特性の総論的 

理解 

 ○精神障がい者の定義 

 ○精神障がい者の特性の理解 

40分 

一般社団法人 

愛媛県精神保健福祉士会 

法野 美和 

  （真光園） 

２ 障がい特性の理解と具体的な対応① 

 ○障がい特性の理解及び具体的な支援 

方法（統合失調症・気分障害） 

80分 

一般社団法人 

愛媛県精神保健福祉士会 

野村 智美 

  （十全ユリノキ病院） 

３ 障がい特性の理解と具体的な対応② 

 ○障がい特性の理解及び具体的な支援 

の仕方（老齢期・依存症・発達障害） 

90分 

一般社団法人 

愛媛県精神保健福祉士会 

  西條 昌代 

  （平成病院） 

４ 社会資源と連携、家族支援 

 ○関係機関との連携方法 

 ○精神障がいを取り巻く社会資源の理解 

 ○家族支援の理解 

45分 

一般社団法人 

愛媛県精神保健福祉士会 

  菊地 健 

  （内子町地域包括支援センター） 

 

［演習部分］令和 4年 11月 11日（金）10 時 00分～16時 30分 ※ZOOM開催 

（研修オリエンテーション 10時 00分～10時 10分） 

内  容 時間 
時間数 

講師 
290分 

１ 演習Ａ（グループワーク） 

 ○障がい特性の理解と想定 

 ○想定場面での対応方法及び援助技術① 

10：20 

～ 

11：50 

90分 

一般社団法人 

愛媛県精神保健福祉士会 

  平田 富美香 

  ((福)きらりの森) 

２ 当事者の想いを理解 

 ○精神障がい者の理解 

12：50 

～ 

13：45 

55分 

一般社団法人 

愛媛県精神保健福祉士会 

  清家 斉 

  ((福)きらりの森) 

３ 演習Ｂ（グループワーク） 

 ○障がい特性の理解と想定 

 ○想定場面での対応方法及び援助技術② 

13：55 

～ 

14：55 

60分 

一般社団法人 

愛媛県精神保健福祉士会 

  清家 斉 

  ((福)きらりの森) 

４ 演習Ｃ（グループワーク） 

 ○効果的な支援のための関係機関との 

連携方法 

15：05 

～ 

16：15 

70分 

一般社団法人 

愛媛県精神保健福祉士会 

  清家 斉 

  ((福)きらりの森) 

５ 研修総括 

16：15 

～ 

16：30 

15分 

一般社団法人 

愛媛県精神保健福祉士会 

  清家 斉 

  ((福)きらりの森) 

 


